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八王子市北野環境学習センター指定管理者募集要項 

  

八王子市北野環境学習センターの設置趣旨に沿った管理運営を効果的・効率的かつ安定的に

行うため、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項および八王子市環境学習セ

ンター条例（平成 9 年八王子市条例第 13 号 以下、条例という。）の規定により、当該施設の管

理運営に関する業務を行う指定管理者を募集する。 
 

１ 対象となる施設の概要 

（１）施設の名称 八王子市北野環境学習センター（以下「あったかホール」という。） 

（２）所 在 地  八王子市北野町596番地3 

（３）施 設 開 設  平成9年10月 

（４）施設の目的  市民にごみ減量を啓発し、リサイクル文化の創造に寄与するととも

に、環境学習の場及び市民相互の親睦の場を提供する。 

（５）開 設 時 期    平成 9 年 10 月 
（６）施設の規模 

①建物の構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造・鉄筋コンクリート造 
地上 5 階建 

②敷地面積  13,950.98 ㎡ 
③建築面積   2,725.86 ㎡ 
④延床面積  5,810.56 ㎡ 

（７）施設の内容    詳細は、「八王子市北野環境学習センター管理運営要求水準書」 
            （以下「要求水準書」という。）参照。 
（８）休 館 日 

ア 毎月の第一月曜日 
〔国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）第 3 条に規定する休日にあたる

ときは、その翌日〕 
イ 1 月 1 日から同月 3 日までおよび 12 月 29 日から同月 31 日まで 
ウ 指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て臨時に開館又は休館することが

できる。その際には事前に利用者に周知すること。 
（９）利 用 時 間     

午前 8 時 30 分から午後 9 時まで、ただし土日祝日は午前 7 時 30 分から開館。 
また、6 月から 9 月までの期間は午後 10 時まで開館。 
ただし、3 階展示室の利用時間は要求水準書のとおりとする。さらに、利用状況、自主

事業計画等により、市長の承認を得た場合には利用時間を変更することができる。 
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２ 指定期間 

   令和 5 年（2023 年）8 月 1 日から令和 10 年（2028 年）3 月 31 日まで（4 年 8 か月） 
 
３ 管理運営方針 

（１） 管理運営の基本的方針 

 指定管理者は、管理運営にあたり、施設の設置目的および公の施設としての役割を十

分に理解し、独自の創意工夫を発揮し、サービスの向上に努め、利用者の満足度を高め

る快適な施設の環境づくりにより、施設の利用者および利用料の増加を目指す。また、

施設を常に安全かつ快適で良好な状態となるよう維持管理し、利用者の安全の確保に努

めるとともに、利用促進を図るため効果的な情報発信と地域住民との連携を重視し、当

該施設の設置目的に適合した自主事業の企画および実施に努める。 

（２） 指定期間の目標 

① 指定管理者の独自性ある企画を通して、八王子の豊かな自然や生態系などの魅力を次

代を担う子どもをはじめとした来館者に伝えるなど、環境学習施設としての機能を効

果的かつ最大限発揮すること。 

② 指定管理者は、そのノウハウを存分に活用し、あったかホールならではの創意工夫あ

ふれる展示やイベントを実施し、今まで環境に関心や馴染みのなかった新しい客層へ

の訴求をめざすこと。 

③ 指定管理者は、運営ノウハウを最大限発揮し、コスト削減と来館者サービスの向上を

両立した管理運営を行うこと。 

④ あったかホールは環境啓発施設であるとともに、多目的ホール、プールなどの健康増

進、スポーツ施設を持つ複合施設であり、隣接するポカポカ足湯を含め一体として運

営すること。 

⑤ 環境学習施設を運営するエコひろば（環境学習室）や同施設内にある地球温暖化対策

を推進する地域の活動拠点のクールセンター八王子と連携を図り、環境教育・環境学

習の拠点としての施設運営を行うこと。 

⑥ 運営にあたっては、環境関連事業者や団体、地元住民との積極的な協働意識をもつこ

と。 

 

４ 指定管理料の上限額 

   924,664千円/4年8か月 

（令和5年（2023年）8月1日から令和10年（2028年）3月31日まで） 

   ※上記金額積算における消費税は、10％としている。 

 

５ 指定管理料の支払方法 

（１）指定管理者に支払う管理業務に係る経費（指定管理料）は、事業計画および収支計画書
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において提示のあった金額を踏まえ、市の予算の範囲内で市と協議を行い、基本協定書

で定める。 

（２）年度毎における管理業務に係る経費の支払方法は次のとおりとする。 

①施設修繕に係る経費（以下「修繕費」という。）については、会計年度ごとに年度協

定書にて支払期限を定め、概算払いにて、各年度当初に一括して支払う。また、修繕

を行う場合には事前に市と協議すること。 

 ※大規模な改築、改造もしくは修繕、または新設、増築もしくは移設に要する費用

は、八王子市の財産に限り原則として八王子市が負担するものとする。 

②①以外の経費については事業計画および収支計画書において提示のあった金額を踏ま

え、市の予算の範囲内で指定管理者と協議を行い、会計年度毎に年度協定書にて支払金

額を定め、月毎に確定払いにて支払う。 

 
６ 精算項目 

概算払いである修繕費については、年度末に精算を行うものとする。 
 
７ 利用に係る料金の取扱い 

（１）利用料金制度の採用 
  あったかホールの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）は、指定管理者の収入

とする。 
（２）利用料金の定義 
    利用料金とは、条例第 7 条に定める市民集会施設、多目的ホール及び室内プールの利

用料とする。 
（３） 利用料金の減免は、条例第 7 条の第 6 項の規定によるものとし、市長が定める基準とは

以下に示す内容とする。 
減免基準 

減 免 内 容 減 免 の 額 

障害者団体（障害者 5 人以上を含む 10 名

以上の市に登録している団体および市が補

助している障害者団体。市内の団体に限

る。）が使用する場合 

会議室・多目的ホールについて全額免除 

（１）障害者（身体障害者手帳・愛の手帳・

精神保健福祉手帳のいずれかを所持するも

の。市民以外も含む。）が使用する場合 

（２）障害者に伴う介護者（原則 1 名） 

※いずれの場合も障害者およびその介護者

が、利用する際は、上記手帳を提示しても

室内プールについて全額免除※ただし

原則 2 時間まで 
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らうこととするほか、事務手続きの詳細に

ついては、別途必要 

（３）市内に居住する 60 歳以上のもの 

※休館日を除く毎週木曜日 営業開始時間

から午後６時までとする。市民証、免許証

などで年齢確認を実施 

（４）子ども（中学生以下） 

※休館日を除く毎週土曜日および５月５日

「子どもの日」 

 
８ 応募資格 
（１）  市内に事務所または事業所を有する法人またはその他の団体（以下「法人等」という。）

であって、あったかホールを安全に安定して管理運営を行うことができるもの。ただし、

あったかホールと同規模程度の施設運営について主体的に行った実績のある法人等に限

る。 
（２） 複数の企業等が共同事業体を構成して応募することを可能とする。なお、申請はその代

表者が行うこと。この場合、共同事業体結成の協定書等の写しを提出すること。 
ただし、同一の団体が複数の共同事業体に参加することはできないものとする。 

（３）  次のいずれかに該当する団体は、応募者となることはできない。 
① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4(一般競争入札の参加 

の資格)の規定に該当するもの。 

② 市から指名停止措置を受けているもの。 
③ 市民税､法人税､消費税等を滞納しているもの。 
④ 会社更生法、民事再生法等により更生又は再生手続きを開始している法人。 

⑤ 地方自治法第92 条の２（議員の兼業禁止）、第 142 条（長の兼業禁止）、第 166 条

（副市長の兼業禁止）及び第 180 条の５（委員会の委員及び委員の兼業禁止）に該当

するもの。ただし、法施行令第 122 条及び第 133 条 （市が資本金、資本金その他こ

れらに準ずるものの二分の一以上出資している法人） に該当する場合を除く。 

⑥ 指定管理者（共同事業体の場合は構成団体も含む）になろうとする法人又はその役員

が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条に掲げる暴力団又は暴

力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体に該当する場合。 

 
９ 応募方法 

（１） 募集要項等の配付 

①  配付期間  令和4年（2022年）10月3日（月）から令和4年（2022年）10月17日（月） 

まで  但し、土日祝日を除く。 
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②  時  間  午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

③  配付場所  北野清掃工場 

           〒192-0906 八王子市北野町596番地3 

           電話番号  042-642-7561 

           FAX番号  042-644-5152 

    ※募集要項（募集に関する書類・参考資料を除く）および要求水準書（別紙を除く）

は、市ホームページで公開。その他の申請書等は、窓口にて応募者の受付をした

後、電子データを書き込んだCD-Rを貸与。 

（２）提出書類 

①  申請書（様式１号） 

② 事業計画書（様式2号）※できる限り数値目標等を設定、記載すること。 

③  収支予算書（様式3号） 

④  個人情報保護対策および情報公開マニュアル 
⑤  団体の概要（様式4号） 

⑥  申請団体の定款・寄付行為等 ※任意様式 

⑦  表明・確約書（様式5号の1および5号の2） 

⑧  役員名簿 ※任意様式 

⑨  法人登記事項証明書 

⑩  納税証明書（市民税、法人税、消費税等の最新の年度分） 

⑪  財務諸表 （貸借対照表、損益計算書の直近3か年分） 

⑫  団体の活動実績 ※任意様式 

⑬ その他市が必要とみとめる書類 

（ア）業務で再委託を予定する場合は、その業務についての再委託予定業務調書（様式6

号）を提出すること。 

（イ）複数の企業等が共同事業体を構成する場合は、各構成団体の代表者から共同事業体

の代表者への委任が必要。これを証する委任状（様式7号）を提出すること。 

（３）提出書類の著作権 

    応募者の提出する書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属する。なお、選考に必要

な場合など、その他市が必要と認めるときは、本市は提出書類の全部又は一部を無償で

複製できるものとする。 

（４）提出方法     

① 受付期間   令和4年（2022年）11月18日（金）から令和4年（2022年）11月25日

（金）まで  ただし、土日祝祭日を除く。 

    時間    午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

② 提出部数  11部（正本 1部 副本 10部）、電子データ（CD-R又はDVD-R） 

③ 提出先      本要項９（１）募集要項の配付場所と同じ。 
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④ 提出日時を電話で必ず調整した上、持参すること。 

⑤ 応募書類の提出期限は厳守すること。また、提出期間後における応募書類の変更 

および追加は認めない。ただし、本市から指示した場合はこの限りではない。 

⑥ 内容について伺う場合があるため、必ず提出書類を説明できる者が持参すること 

⑦ 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

⑧ 応募書類提出後に応募を辞退する場合は、辞退届（様式10号。要押印）を提出す 

ること。 

⑨ 応募者は、応募書類の提出をもって応募条件等の公募内容を承諾したものとする 

⑩ 応募一団体につき、提案は一案とする。複数の提案は認めない。 

⑪ 応募経費は応募者の負担とする。 

⑫ 応募書類に虚偽の記載があった場合は失格とする。 

⑬ 応募受付時に貸与したCD-Rは返却すること。 
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（５）提出書類の作成方法 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Ａ４判縦を原則とし、正本 1 部、副本 10部を左綴じにして提出すること。 

   なお、副本は正本の写しとする。 

② 提出書類ごとに仕切り紙（白紙の表紙）をつけ、各仕切り紙に、文字表記のインデ 

ックスをつけること。文字表記は本要項９（２）提出書類の名称とする。 

③ 資料を綴じる順番は、本要項９（２）提出書類の順番のとおりとする。 

④ 必ず１冊のバインダー（Ａ４版）に綴って作成し、バインダーの表紙、背表紙に次のこ

とを記載すること。 

  「八王子市北野環境学習センター指定管理者応募書類」（法人名） 

例：「八王子市北野環境学習センター指定管理者応募書類」 

（ 株式会社 ○○○○○ ） 

⑤ 文字の大きさは明朝体 11 ポイントを基準とし、表題や強調のためフォント等を変更 

することは可とする。 

（６）説明会および施設見学会の開催 

八
王
子
市
北
野
環
境
学
習
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理

者
応
募
書
類 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（ 

法 

人 

名 

） 

 
八王子市北野環境 

学習センター指定 

管理者応募書類 
 
 
 

  （ 法 人 名 ） 
 事

業
計
画
書 

申
請
書 

項目ごとに両面に

インデックス 

左側で綴じる 

シール等で記載 
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    応募者を対象とした説明会ならびに施設見学会を開催する。参加を希望する団体は 10

月17日（月）午後 5 時までに、説明会参加申込書（様式8号）をFAX または電子メール

で送付すること。 

      なお、本説明会ならびに施設見学会に参加しない場合でも、本募集に対する応募は可

能。 

① 日  時：令和4年（2022年）11月7日（月）午後 2 時から午後 4 時まで 

② 場  所：北野清掃工場会議室およびあったかホール 

③ 参加人数：1団体につき2名まで 

（７）質問の受付および回答 

① 受付期間：令和 4年（2022 年）11 月 8 日（火）～11月 14 日（月）午後 5 時まで 

② 提出方法：所定の質問書（様式 9 号）に記載のうえ、FAX 又は電子メールで提出。 

電子メールの場合の件名は「質問書（法人名）日付」とする。 

             例：「質問書（株式会社○○）11 月 8日」 

③ メールアドレス：b110400＠city.hachioji.tokyo.jp  

④ 質問の回答：令和 4年（2022 年）11 月 17 日（木）までに、原則として電子メールに

て全ての応募者に対し回答を送付する。 

⑤ その他 

（ア）電話、ファックス、窓口での口頭による質問等には一切応じない。 

  （イ）応募状況、法律等により確認ができる事項、他の応募者に関する情報等につい 

ては、回答に応じない。 

 

１０ 指定管理者の選定 

（１）選定の評価基準 

指定管理者の選定は、条例で定める指定の基準に照らし、「価格評価」・「団体の能

力評価」・「提案事業の内容評価」の観点から総合的に判断して行う。 

①配点割合…「価格評価」・「団体の能力評価」・「提案事業の内容評価」の3つの評価

区分で、それぞれ50％、25％、25％で配点する。 

②合格基準…すべての評価項目において、市の要求水準を満たすことを合格基準として

定め、その合格基準は満点の6割に設定する。 

③評価方法…価格評価については提案金額を定量的に評価する。 
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ア 価格評価点の算出式 

 

 

 

 

 

価格評価点を求める算式 ※利用料金制導入施設においては、収入見込額を除いた経費 

提案上限額 ：市が積算した当該事業に必要となる指定管理料 

提案最低価格：応募者からの提案額のうち、最も低額の提案額 

内容評価点の最高点：応募者の内容評価点（「団体の能力評価」と「提案事業評価」の 

          点数の合計）のうち、最も高い点数 

 

イ 評価項目 

① 団体の能力評価 

（ア）団体の経営方針が明確であり、適正な経理がされていること。 

（イ）経営状況が健全であり、目的達成のための考えをもっていること。 

（ウ）業務実績が豊富であり、ノウハウを蓄積し運営が期待できること。 

（エ）自己評価（マネジメントサイクル）の体制および基準が確立されていること。 

（オ）実現性の高い適正な収支計画であること。 

（カ）管理運営を適切に行うための研修等の人材育成を踏まえた組織体制を有して 

いること。 

（キ）職員の管理体制および職場安全衛生管理が適正であること。 

（ク）地域・社会貢献に配慮した取組がされていること。 

   （ワークライフバランスや若年者・高齢者雇用、市内に本店がある等） 

（ケ）利用者が公平に施設利用できるよう、配慮されていること。 

（コ）利用者の安全確保（衛生面含む）に関する方策が講じられていること。 

（サ）透明性の高い施設運営がされており、情報が適正に公開されていること。 

（シ）個人情報の取扱いおよび情報セキュリティ対策が適切であること。 

（ス）負担すべきリスクに対し適切な対応をとるための体制を有していること。 

（セ）緊急（防火、防犯等）対応等危機管理体制を有していること。 

（ソ）指定管理業務の引継ぎに係る対策が適切であること。 

② 提案事業の内容評価 

（ア) 施設の稼働率の増加に向けた提案がされていること。 

（イ）利用料金をはじめとした収入確保のための方策が講じられていること。 

（ウ）コスト縮減が図られ又は考慮されていること。 

（エ）ノウハウを活用し、要求水準を満たした事業計画を立てていること。 

× 
内容点の 

＝ 
価格 

評価点 
１ ― 最高点 

提案上限額 

提案額 提案 ― 
最低価格 
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（オ）利用者の満足度を高めるための方策が講じられていること。 

（カ）広報活動等、施設の利用促進のための提案がされていること。 

（キ）施設設置目的を活かした特色ある提案がされていること。 

（ク）利用者からの苦情処理の体制がとれていること。 

（ケ）管理運営に意欲を持ってあたることが期待できること。 

（コ）地域や施設の特性を踏まえた事業展開が図られていること。 

（サ）地域との協働や連携が図られ、又は配慮されていること。 

（シ）第三者委託先も含め、地域経済の振興および雇用の創出に繋がる提案がされ 

ていること。 

（ス）資源の有効活用など環境に配慮した管理運営がされていること。 

（セ）訓練や研修、マニュアル作成など平常時から危機管理における適切な提案が 

されていること。 

（ソ）施設の長寿命化のための方策が講じられていること。 

（２）選考方法 

① 資格審査および一次選考 

提出された指定申請書等により参加資格要件に関する資格審査、および一次選考

（書類審査および必要に応じてヒアリング）を行う。 

一次選考の結果は、令和4年（2022年）12月中旬までに応募者全員に通知する。 

② 二次選考 

二次選考は令和4年（2022年）12月下旬に開催する評価会議において、提出された書

類をもとにプレゼンテーションを行い、評価会議参加者から意見を聴取する。日程

は、一次選考の結果とあわせて通知する。二次選考の結果は、令和5年（2023年）2月

中旬とし、二次選考を受けた応募者全員に通知する。 

  ③ 指定管理者の決定は、八王子市議会で議決後に行う。 

 

１１ 協定 

  管理業務に関する細目について、北野環境学習センター条例施行規則第12条の規定に基づ

き、市と指定管理者の協議のうえ、事業を円滑に実施するために指定期間全体に効力を有す

る基本的事項を定めた基本協定書と、当該事業年度における事項について別に定める年度協

定書を締結する。 

 

１２ 第三者への業務委託 

  指定管理者は、原則として、当該施設における業務を包括的に行うこととなるが、清掃、

警備等の個々の業務を専門業者に委託することを妨げるものではない。ただし、再委託を行

う場合は、文書により市長の承認を得ることとし市内業者を優先的に委託先とすること。ま

た、管理に関する主体的な業務を再委託することはできない。 
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 ※要求水準書内の「５（３）①」参照 

 

１３ 情報提供 

（１）指定管理者選考に関する情報の提供 

指定管理者選考過程における、応募団体名（共同事業体で応募した場合は、構成団体名を含

む）、候補者として選定された団体の選定理由、事業提案の概要、評価および選定結果につい

ては、原則として市は広く情報提供を行う。 

また、提出書類については、八王子市情報公開条例に基づき公開請求があった場合は、 

条例に定める非公開情報を除き公開する。ただし、個人情報および法人に係る事業運営上の地

位その他の社会的な地位が損なわれると認められるものなど、非開示とするものを除く。 

（２）指定管理業務に係る情報提供 

 協定書およびモニタリングの実施結果の概要等については、原則として市は広く情報提供を

行う（個人情報および法人に係る事業運営上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認め

られるものなど、非開示とするものを除く）。 

（３）情報公開請求への対応 

  指定管理者選考および指定管理業務に関して指定管理者から提出された書類について、八

王子市情報公開条例に基づき公開請求があった場合は条例に定める非公開情報を除き公開す

る。 

 

１４ 指定の取り消し 

指定管理者（共同事業体の場合は構成団体も含む）が、下記のいずれかに該当する場合は、

地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定に基づき、その指定を取り消し、又は期間を定めて管

理業務の全部または一部の停止を命ずることがある。  

（１）指定管理者が本業務に関する協定に違反したとき 
（２）地方自治法第 244 条の 2 第 10 項の規定に基づき、指定管理者が本市の指示に従わないと

き 
（３）指定管理者が管理業務を継続することが適当でないと市が認めたとき 
（４）指定管理者が本業務に関する協定を履行することができないと市が認めたとき 
（５）条例の廃止等により指定をする必要がなくなったとき 
（６）指定管理者（共同事業体の場合は構成団体も含む）になろうとする法人又はその役員が、

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条に掲げる暴力団又は暴力団

員及びそれらの利益となる活動を行う団体であることが明らかとなったとき 
 

１５ モニタリングの実施 

  指定管理者は、当該施設に関して実施するモニタリングにおいて、「八王子市指定管理者制

度ガイドライン」に従うこととする。なお、モニタリングの評価結果は公表する。 
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１６ 問い合わせ先 

八王子市環境部環境政策課（あったかホール担当） 
〒192-0906 八王子市北野町596番地3 

TEL  042-642-7561 

FAX  042-644-5152 

メールアドレス: b110400@city.hachioji.tokyo.jp  
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１７ リスク分担表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 リスクの種類 リスクの内容
甲
（市）

乙
甲乙
協議

応募手続き 応募費用の負担に関するもの ○

募集要項 募集要項（関連資料を含む）の誤りによるもの ○

準備手続き 指定期間開始期における準備（引き継ぎ）費用の負担に関するもの ○

法令等の変更 管理運営にかかる法令変更 ○

消費税率の変更 ○

法人税・法人市民税率の変更 ○

上記以外で管理運営に影響する税率の変更 ○

人件費・物品費等の物価変動に伴う費用負担に関するもの ○

著しい物価変動が発生した場合 ○

金利変動 金利変動に伴う費用負担に関するもの ○

需要変動 当初の需要見込みと実施結果との差異によるもの ○

テロ、暴動、天災等の不可抗力による管理運営の変更・中断等に伴
う費用に関するもの

○

テロ、暴動、天災等の不可抗力による施設・設備の復旧費用に関す
るもの（合理性が認められる範囲）

○

全国的かつ急速なまん延のおそれのある感染症による管理運営の
変更や対策等に関するもの

〇

準
備
段
階

事
情
変
更

物価変動

不可抗力

税制度の変更
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区分 リスクの種類 リスクの内容
甲
（市）

乙
甲乙
協議

甲の指示により業務内容変更による経費の増加に関するもの ○

乙の帰責事由により経費の増加に関するもの ○

災害応急活動 甲の要請に基づき乙が協力業務に要した費用に関するもの ○

一部委託
乙が甲の承認を得て、業務の一部を委託した場合に生じた損害や
経費の増加に伴うもの

○

甲の協定内容の不履行に伴うもの ○

乙の協定内容の不履行に伴うもの ○

甲の帰責事由があるもの 〇

乙の帰責事由があるもの 〇

甲と乙の両者、または被害者・他の第三者等に帰責事由があるもの 〇

施設瑕疵 施設・設備に隠れた瑕疵が発見された場合に関するもの ○

乙の帰責事由により施設設備などの損壊・損傷・劣化に関するもの ○

上記以外の事由により施設設備などの損壊・損傷・劣化に関するも
の

○

乙の帰責事由による場合 ○

上記以外の場合 ○

指定の取り消し
乙の帰責事由により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の
全部又は一部の停止を命じた場合に関するもの（乙の損害・損失及
び乙の甲又は第三者への賠償も含む）

○

事業終了・引継ぎ 事業終了時の現状復帰、業務引継ぎに関するもの ○

（※） この場合の「第三者賠償」とは、施設の管理運営において、業務執行又は施設、備品等の不備に起因して、事故等によ
る施設利用者の怪我等や個人情報の漏えい、騒音・振動等により第三者に対して不法行為等の損害賠償責任を負う場
合のリスクのこと。

本表に定めのある事項に疑義が生じ、又は本表に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、甲と乙が協議の上、リ
スク分担を定める。

備品等の損壊・損傷・盗難

業
務
執
行

財
産
管
理

事
業
終
了

業務内容の変更

債務不履行

第三者賠償（※）

施設損壊・損傷・劣化


